
保
ほ

護
ご

者
し ゃ

と話し合い、使い方のルールを決める！ 

⇒ 決めたルールを用紙に書く！ ⇒ 見えるところに掲示して、ルールを守る！ 

 
 

【困
こま

ったときの相談
そうだん

窓口
まどぐち

】ひとりでなやまず相談
そうだん

してください。 

学校生活相談
そうだん

センター   ０１２０－０－７
な

８
や

３
み

１
い

０
おう

  （24 時間） 

長野県子ども支援
し え ん

センター ０８００－８００－８０３５ （子ども専用
せんよう

無料
むりょう

電話） 
月～土 10:00～18:00 

インターネットを利
り

用
よう

できる機
き

器
き

の 

 使い方のルール （掲
けい

示
じ

用
よう

）  
 

◆使う時間を守る！ 

 ・                                          

 ・                                          

◆使う場所を守る！ 

 ・                                          

 ・                                          

◆自分や家族、友だちを守る！ 

 ・                                          

 ・                                          

◆人を悲しい気持ちにさせない！ 

 ・                                          

 ・                                          

◆ルールを守らなかったときは、機
き

器
き

を保
ほ

護
ご

者
し ゃ

に預
あず

けて話し合います。 
 

年  月  日（  ） 

  子どもの署名（サイン）                       

 保護者の署名（サイン）                       


